






※均等割額の軽減は、世帯の所得に応じて決定されるので、「夫婦１」の世帯は夫、妻ともに５割軽減となり、「夫婦２」の世帯は夫、妻と

　もに軽減はありません。

※令和6年度は、保険料負担の激変緩和措置として、一定の条件を満たす人には、所得割率及び賦課限度額の経過措置があります。

 （P１１５をご覧ください）



●特別徴収（年金からの天引き）について





120

※1　後期高齢者医療の被保険者とは
　　  75歳以上の人（65～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む）

※2 「課税所得」とは
　　 住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、
　　 所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）等を差し引いた後の金額）です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4   課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人。世帯の収入状況により、2割
　　  または1割になる場合があります（基準収入額適用）。P119をご覧ください。

※5 「その他の合計所得金額」とは
　　 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
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